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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　太陽電池と、
　前記太陽電池の時計表側に配置された透光性の文字板と、
　前記太陽電池の裏面に固定された太陽電池保持部材と、
　前記太陽電池保持部材の裏面に配置される地板とを備え、
　前記太陽電池保持部材および地板の互いに対向する対向面の一方にはフック部が形成さ
れ、他方には前記フック部を配置可能に形成された案内穴及び前記案内穴の周辺に位置し
前記フック部が係止可能な係止部が形成され、
　前記太陽電池保持部材は、前記フック部が前記係止部に係止された状態で前記地板に固
定される
　ことを特徴とする太陽電池付電子時計。
【請求項２】
　請求項１に記載の太陽電池付電子時計において、
　前記太陽電池保持部材は、前記太陽電池の裏面に接着剤または粘着テープで固定される
　ことを特徴とする太陽電池付電子時計。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の太陽電池付電子時計において、
　前記太陽電池保持部材は、前記地板に形成された位置決め突起に係合する位置決め部を
備える
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　ことを特徴とする太陽電池付電子時計。
【請求項４】
　請求項１または請求項２に記載の太陽電池付電子時計において、
　ムーブメントの外周に沿って設けられたリング部材を備え、
　前記太陽電池保持部材は、前記リング部材に形成された位置決め突起に係合する位置決
め部を備える
　ことを特徴とする太陽電池付電子時計。
【請求項５】
　請求項４に記載の太陽電池付電子時計において、
　前記太陽電池保持部材は、前記フック部または案内穴が形成された本体部と、前記本体
部から放射状に延出された複数本の腕部とを備え、
　少なくとも１本以上の前記腕部の先端には、前記位置決め部が形成されている
　ことを特徴とする太陽電池付電子時計。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれかに記載の太陽電池付電子時計において、
　前記地板の表面には円環状の暦車が配置され、
　前記太陽電池保持部材は、前記暦車の時計厚さ方向において、前記暦車の歯の上方に配
置されていて、前記地板と前記太陽電池保持部材とで、前記暦車を時計厚さ方向に位置決
めする
　ことを特徴とする太陽電池付電子時計。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽電池付電子時計に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、太陽電池を備える時計が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　この時計では、ムーブメントの周囲に設けられた回路支持台に、金属板の周縁に形成さ
れたフック部を係合させ、前記金属板に両面テープで太陽電池を貼り付けていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】国際公開第００／０３３１０号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記時計では、前記フック部が形成された金属板は、太陽電池の外周よりも外側まで延
出されており、金属板の周縁のフック部が太陽電池の外周から突出して露出する。
　このため、文字板側から前記フック部が透けて見えてしまい、外観意匠が低下するとい
う問題がある。また、前記フック部を被覆するために、文字板上にダイヤルリング等の見
切り材を配置してフック部を隠した場合、文字板の見切り径が小さくなり、時計のモデル
バリエーションを広げることができないという問題があった。
　さらに、太陽電池のサイズを前記金属板よりも小さくすると金属板が見えてしまうため
、太陽電池のサイズを前記金属板と同程度の大きさに設定する必要がある。このため、ム
ーブメントサイズが異なる様々な時計に適用する場合、太陽電池のサイズもムーブメント
サイズに応じて設定しなければならない。このため、様々なサイズの太陽電池を製造しな
ければならず、コストが増大するという問題もあった。
【０００５】
　本発明の目的は、文字板の見切り径の制約を無くしてモデルバリエーションを広げるこ
とができ、コストも低減できる太陽電池付電子時計を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の太陽電池付電子時計は、太陽電池と、前記太陽電池の時計表側に配置された透
光性の文字板と、前記太陽電池の裏面に固定された太陽電池保持部材と、前記太陽電池保
持部材の裏面に配置される地板とを備え、前記太陽電池保持部材および地板の互いに対向
する対向面の一方にはフック部が形成され、他方には前記フック部を配置可能に形成され
た案内穴が形成され、前記案内穴内に前記フック部を配置した状態で、前記地板に対して
前記太陽電池保持部材を回転して前記案内穴の周縁を前記フック部に係止させることで、
前記太陽電池保持部材が前記地板に固定されることを特徴とする。
【０００７】
　本発明の太陽電池付電子時計では、太陽電池の裏面に固定された太陽電池保持部材と、
地板との互いに対向する対向面の一方にフック部を設け、他方に案内穴を設けている。フ
ック部および案内穴を対向面に形成しているので、フック部および案内穴の係止位置を太
陽電池の中心付近に設けることができ、太陽電池の外周側にフック部を突出させる必要が
ない。
【０００８】
　また、太陽電池の固定を、地板つまりムーブメントの中心付近で行えるので、ムーブメ
ントのサイズ内で太陽電池のサイズを自在に設定できる。このため、ムーブメントのサイ
ズが異なる場合でも、太陽電池のサイズは必要な発電量に基づいて最小限の大きさに設定
できる。従って、太陽電池のサイズを、ムーブメントのサイズに合わせて大きくする必要
が無く、太陽電池のコストも低減できる。
　さらに、フック部を案内穴に配置して太陽電池保持部材を回転させてフック部に案内穴
の周縁を係止させることで、太陽電池保持部材と地板とを固定しているので、これらを固
定するためのねじ等の接続部品を不要にできる。このため、太陽電池を地板にねじで固定
する場合に比べて、部品数を少なくできてコストを低減でき、地板の裏面側に配置される
部品との干渉も考慮する必要が無いため、地球環境に与える負荷がより少ない太陽電池付
電子時計を容易に設計できる。
【０００９】
　本発明の太陽電池付電子時計では、前記太陽電池保持部材は、前記太陽電池の裏面に接
着剤または粘着テープで固定されることが好ましい。
　太陽電池と太陽電池保持部材とを、ねじ等の接続部品を用いて固定すると、太陽電池の
表面に接続部品が露出し、この接続部品は文字板側から視認できるため、時計の外観を低
下させてしまう。
　これに対して、太陽電池と太陽電池保持部材とを接着剤または粘着テープで固定すれば
、太陽電池の表面に露出する部品が無いため、時計の外観低下を防止できる。
【００１０】
　本発明の太陽電池付電子時計では、前記太陽電池保持部材は、前記地板に形成された位
置決め突起に係合して回転方向の位置決めを行う位置決め部を備えることが好ましい。
【００１１】
　地板に形成された位置決め突起と太陽電池保持部材に設けられた位置決め部とを係合さ
せているので、太陽電池保持部材が地板に対して前記案内穴およびフック部の係止方向と
逆方向に回転して前記案内穴がフック部から外れることを防止できる。また、太陽電池保
持部材が太陽電池の外周から突出することがなく、文字板から透けて見えることもない。
このため、太陽電池保持部材を被覆するための見切り材を配置する必要が無く、見切り径
の制約も無くすことができる。よって、文字板のサイズや見切り径のサイズの自由度が高
まり、太陽電池付電子時計を腕時計として構成する場合、見切り径の大きなビッグサイズ
の腕時計から見切り径の小さな女性用の腕時計まで、モデルバリエーションの自由度を高
めることができる。
【００１２】
　本発明の太陽電池付電子時計は、ムーブメントの外周に沿って設けられたリング部材を
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備え、前記太陽電池保持部材は、前記リング部材に形成された位置決め突起に係合して回
転方向の位置決めを行う位置決め部を備えることが好ましい。
【００１３】
　ここで、ムーブメントの外周に沿って設けられるリング部材としては、文字板を支持す
る文字板受けリング部材を例示できる。
　本発明では、リング部材に位置決め突起を形成し、この位置決め突起に係合する位置決
め部を太陽電池保持部材に形成している。このため、太陽電池保持部材が地板に対して前
記案内穴およびフック部の係止方向と逆方向に回転して前記案内穴がフック部から外れる
ことを防止できる。
　また、リング部材は、ムーブメントの外周つまり地板の外周側に配置されているので、
太陽電池保持部材の位置決め部を、太陽電池の外周近くに配置することができる。このた
め、太陽電池の外周側から前記位置決め部をピンセットなどでつまんで位置決め突起に対
して容易に着脱でき、作業効率を向上できる。
【００１４】
　この際、前記太陽電池保持部材は、前記フック部または案内穴が形成された本体部と、
前記本体部から放射状に延出された複数本の腕部とを備え、少なくとも１本以上の前記腕
部の先端には、前記位置決め部が形成されていることが好ましい。
【００１５】
　太陽電池保持部材において、リング部材に形成された位置決め突起に係合する位置決め
部を形成する場合、太陽電池保持部材を太陽電池とほぼ同じ大きさの円板で構成し、その
外周部分に前記位置決め部を形成することもできる。
　これに対し、本発明のように、太陽電池保持部材を本体部および腕部で構成すれば、直
径が同じ円板で太陽電池保持部材を構成した場合に比べて、太陽電池保持部材を軽量化で
きる。さらに、腕部が傘の骨のように補強材として機能するため、フィルム製の基材を用
いたフィルムソーラーを太陽電池として利用できる。
【００１６】
　本発明の太陽電池付電子時計では、前記地板の表面には円環状の暦車が配置され、前記
太陽電池保持部材は、前記暦車の時計厚さ方向の位置決め機能を備えることが好ましい。
【００１７】
　太陽電池を保持する部品と暦車を断面的つまり時計厚さ方向に位置決めする部品を兼用
するため、部品点数を減らすことができ、組み込み手順も減らすことができるため、コス
トを低減できる。
　また、太陽電池保持部材と暦車の位置決め用の部品との両方を設ける場合に比べて、ム
ーブメントの厚さ寸法を小さくできる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る太陽電池付電子時計の分解斜視図。
【図２】前記太陽電池付電子時計の要部を示す縦断面図。
【図３】前記太陽電池付電子時計の太陽電池保持部材を示す平面図。
【図４】前記太陽電池保持部材のムーブメントへの取付手順を説明する図。
【図５】前記太陽電池保持部材のムーブメントへの取付手順を説明する図。
【図６】前記太陽電池保持部材のムーブメントへの取付手順を説明する図。
【図７】本発明の第２実施形態に係る太陽電池付電子時計の要部を示す平面図。
【図８】第２実施形態に係る太陽電池付電子時計の要部を示す縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明の第１実施形態を図面に基づいて説明する。
〔太陽電池付時計の概略構成〕
　図１は、第１実施形態に係る太陽電池付電子時計１の時計本体１０の分解斜視図である
。
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　太陽電池付電子時計１は、時計本体１０と、時計本体１０を収容する図示略の外装ケー
スとで概略構成され、利用者が腕に装着して使用する腕時計タイプとされている。
【００２０】
〔時計本体の構成〕
　時計本体１０は、図１に示すように、ムーブメント２と、文字板受けリング部材３と、
太陽電池４と、太陽電池４の表側に配置される透光性の文字板５とを備える。なお、ムー
ブメント２は、図２にも示すように、地板２０、回路基板、ステッピングモーター、駆動
輪列等が組み込まれた一般的な構成を採用しているため、説明を簡略する。また、外装ケ
ースも一般的な構成であるため、説明を省略する。
【００２１】
〔地板の構成〕
　地板２０の上面には、暦車である日車２１が配置されている。日車２１の内周面には駆
動歯２１１が形成されている。
　地板２０には、前記日車２１の内周面（駆動歯２１１）をガイドするガイド部２２１、
２２２、２２３が突出して形成されている。また、地板２０の上面において日車２１の内
周側には、日車２１の駆動歯２１１に噛み合って回転する日回し車２３や、日回し車２３
で日車２１が１ピッチ分回転された際に、その回転後の位置を規制する日ジャンパー２４
が設けられている。
【００２２】
　さらに、地板２０の上面において日車２１の内周側には、太陽電池４を固定するための
３つのフック部２５、２６、２７が形成されている。
　フック部２５は、図２にも示すように、ガイド部２２１に隣接して設けられ、地板２０
から立設された立上部２５１と、立上部２５１から側方に延長された延長部２５２とを備
える。従って、地板２０の上面と、延長部２５２との間には太陽電池４を係止するための
凹部が形成されている。他のフック部２６，２７もフック部２５と同様に、立上部および
延長部を備えて構成されている。
　また、ガイド部２２２、２２３には、位置決め突起２８がそれぞれ突設されている。
【００２３】
〔文字板受けリング部材の構成〕
　文字板受けリング部材３は、非透光性の材料（たとえば合成樹脂）により円環状に形成
され、後述する太陽電池４と同系色に着色されている。そして、図１および図２に示すよ
うに、文字板受けリング部材３の表面側には、文字板受けリング部材３の内周面に沿って
形成され、文字板受けリング部材３の上面３０よりも一段低く形成された太陽電池支持面
３１が形成されている。
　また、文字板受けリング部材３は、その平面中心を挟んで対向する二箇所に、図示しな
い支持フック部が形成されている。この支持フック部が、ムーブメント２の裏面側に係合
し、文字板受けリング部材３はムーブメント２を保持する。
【００２４】
　文字板受けリング部材３の上面３０には、図１に示すように、文字板受けリング部材３
の中心を挟んで、互いに対向配置された２つの第１文字板固定部３３、および互いに対向
配置された２つの第２文字板固定部３４が設けられている。
　第１文字板固定部３３は、前記上面３０から文字板５側に突出して形成された略角柱状
の係合突起によって構成されている。
　第２文字板固定部３４は、前記上面３０から文字板５側に突出して形成された円柱状の
係合突起によって構成されている。
【００２５】
〔太陽電池の構成〕
　太陽電池４は、図１に示すように、平面視略円形状の基材４１と、基材４１の表面側に
形成された太陽電池の受光部４２とを備えている。
　基材４１は、合成樹脂製のフィルムなどの絶縁材で構成されている。受光部４２は、前
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記基材４１の表面上に、金属電極層、半導体層、絶縁層、配線電極層、透光性の封止樹脂
層などを積層することによって構成されている。この受光部４２は、３つの領域に分割さ
れて形成されている。すなわち、太陽電池４の表面には扇形状の３つの受光部４２が形成
されている。そして、本実施形態では、３つの受光部４２の出力を直列接続することで発
電電圧を向上させている。
【００２６】
　太陽電池４は、文字板５を透過した太陽光が受光部４２に当たることで発電を行い、受
光部４２で発電された電力は、コイルばね等からなる図示略の導通部材を介してムーブメ
ント２に設けられた二次電池２９に充電され、この二次電池２９の出力で回路基板等が駆
動される。
【００２７】
〔太陽電池保持部材の構成〕
　太陽電池４の裏面には、太陽電池保持部材４５が固定されている。太陽電池保持部材４
５は、ステンレス板で構成され、略円板状に形成されている。そして、太陽電池保持部材
４５は、太陽電池４の基材４１に、接着剤や粘着テープによって貼り付けられている。
　この太陽電池保持部材４５は、太陽電池４よりも小さなサイズに形成されており、太陽
電池４の基材４１で全体が被覆されている。このため、太陽電池保持部材４５は、太陽電
池４から露出することがなく、文字板５側から視認されることがない。
【００２８】
　また、太陽電池保持部材４５は、地板２０に取り付けられた際に、日車２１の駆動歯２
１１の上方（文字板５側）に配置されて日車２１が文字板５側に移動しないように位置決
めする機能も備えている。すなわち、太陽電池保持部材４５は、日車２１の断面方向（時
計厚さ方向）の位置決めを行う日車押さえと同様に機能する。
【００２９】
　太陽電池保持部材４５は、図３にも示すように、前記フック部２５、２６、２７に対応
する３つの案内穴４６、４７、４８を備える。なお、案内穴４８は、太陽電池保持部材４
５の外周に連通した溝形状とされている。
　これらの案内穴４６、４７、４８は、図４に示すように、各フック部２５、２６、２７
をその穴内に配置可能に形成されている。すなわち、案内穴４６、４７、４８の形成位置
や、大きさは、前記フック部２５、２６、２７に応じて設定されている。
【００３０】
　また、図２にも示すように、太陽電池保持部材４５の中心部４５１に対して、折曲部４
５２を介して連続する外周部４５３は、折曲部４５２が折り曲げられていることにより、
高さ位置（時計厚さ方向の位置）が中心部４５１よりも文字板５側に近い位置とされてい
る。この外周部４５３が、日車２１の駆動歯２１１の上方に配置され、日車２１の位置決
めを行っている。
【００３１】
　各案内穴４６、４７、４８に面する中心部４５１部分には、前記フック部２５、２６、
２７に係止される係止部４６１、４７１、４８１が形成されている。これらの係止部４６
１、４７１、４８１は、中心部４５１よりもムーブメント２側に一段低く形成されている
。
【００３２】
　案内穴４７、４８には、外周部４５３から延長された位置決め部４７２、４８２が形成
されている。位置決め部４７２、４８２は、前記位置決め突起２８に係合する穴４７３、
４８３が形成されている。
　そして、太陽電池保持部材４５は、前記外周部４５３の部分で前記太陽電池４の基材４
１に接着されている。
【００３３】
〔文字板の構成〕
　文字板５は、透光性の材料により、図１、２に示すように、太陽電池４の受光部４２全
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体を覆う大きさに形成されている。なお、文字板５は、少なくとも受光部４２全体を覆う
大きさであればよく、前記文字板受けリング部材３よりも大きく形成してもよい。
　この文字板５は、外周端縁から径方向に延出する４つの延出部５１と、各延出部５１に
平面視コ字状に切り欠き形成される２つの第１係合部５２、および平面視半円形状に切り
欠き形成される２つの第２係合部５３とを備える。
　文字板５は、少なくとも延出部５１が、文字板受けリング部材３の上面３０に載置され
ることで、文字板受けリング部材３に支持される。
　第１係合部５２は第１文字板固定部３３に嵌合され、第２係合部５３は第２文字板固定
部３４に嵌合する。これにより、文字板５は、文字板受けリング部材３に対して周方向に
位置決め固定される。
【００３４】
〔時計本体の組み立て〕
　次に、図１、４～６を参照して、時計本体１０の組み立て方法について説明する。
　まず、文字板受けリング部材３でムーブメント２を保持する。この際、ムーブメント２
の上方から文字板受けリング部材３をはめ込むとともに、文字板受けリング部材３の支持
フック部をムーブメント２の底面に引っ掛けるようにして支持する。また、時計ケースの
サイズに応じて、ムーブメント２に図示略の中枠を取り付ける。
【００３５】
　次に、太陽電池４を以下の手順でムーブメント２に取り付ける。まず、図４に示すよう
に、太陽電池４を二次電池２９に導通させる２つの導通ばね７を地板２０の穴に配置して
から、太陽電池４の裏面に接着された太陽電池保持部材４５の案内穴４６、４７、４８内
に、前記フック部２５、２６、２７を配置する。
　次に、太陽電池保持部材４５を太陽電池４ととともに、ムーブメント２に対して時計回
りに回転させ、図５に示すように、係止部４６１、４７１、４８１を、フック部２５、２
６、２７に係止させる。これにより、太陽電池４および太陽電池保持部材４５が地板２０
に取り付けられて、時計厚さ方向に位置決めされる。
　また、太陽電池保持部材４５の位置決め部４７２、４８２の穴４７３、４８３を、位置
決め突起２８に係合し、太陽電池保持部材４５を回転方向に位置決めする。
　この際、前記導通ばね７は、太陽電池４の裏面に形成された電極に接触して太陽電池４
と導通する。
【００３６】
　以上の手順により、図６に示すように、太陽電池４および太陽電池保持部材４５が、ム
ーブメント２に固定される。
　以上により、太陽電池４および太陽電池保持部材４５は、位置決め部４７２、４８２の
穴４７３、４８３が位置決め突起２８に係合することで、文字板受けリング部材３の周方
向に対して位置決めされる。
【００３７】
　次に、文字板５を太陽電池４の表面側から文字板受けリング部材３に保持させる。すな
わち、第１係合部５２を文字板受けリング部材３の第１文字板固定部３３に嵌合させ、第
２係合部５３を第２文字板固定部３４に嵌合する。これにより、文字板５は、文字板受け
リング部材３の上面３０上に載置されて厚み方向に対して位置決めされる。さらに、文字
板５は、各係合部５２、５３が、各文字板固定部３３、３４に嵌合することで、文字板受
けリング部材３の周方向に対して位置決めされる。
　以上により、時計本体１０が組み立てられる。
【００３８】
　上述した本実施形態に係る太陽電池付電子時計１によれば、以下の効果を奏する。
（１）ムーブメント２の地板２０の上面にフック部２５、２６、２７を形成し、太陽電池
４の裏面に接着した太陽電池保持部材４５に、係止部４６１、４７１、４８１を有する案
内穴４６、４７、４８を形成し、前記フック部２５、２６、２７に係止部４６１、４７１
、４８１を係止させて、太陽電池４をムーブメント２に取り付けている。
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　このため、従来のように、太陽電池保持部材４５の外周にフック部を設ける必要がない
ため、フック部が太陽電池４の外周から突出することがなく、文字板５から透けて見える
こともない。従って、太陽電池保持部材４５を被覆するための見切り材を配置する必要が
無く、見切り径の制約も無くすことができる。よって、文字板５のサイズや見切り径のサ
イズの自由度が高まり、太陽電池付電子時計１を腕時計として構成する場合、見切り径の
大きなビッグサイズの腕時計から見切り径の小さな女性用の腕時計まで、モデルバリエー
ションの自由度を高めることができる。
【００３９】
（２）太陽電池４の固定を、地板２０つまりムーブメント２の中心付近で行えるので、ム
ーブメント２のサイズ内で太陽電池４のサイズを自在に設定できる。このため、ムーブメ
ント２のサイズが異なる場合でも、太陽電池４のサイズは必要な発電量に基づいて最小限
の大きさに設定できる。従って、太陽電池４のサイズを、ムーブメント２のサイズに合わ
せて大きくする必要が無く、太陽電池４のコストも低減できる。
　さらに、太陽電池保持部材４５と地板２０との固定は、フック部２５、２６、２７を案
内穴４６、４７、４８に配置して太陽電池保持部材４５を回転させ、フック部２５、２６
、２７に案内穴４６、４７、４８の周縁の係止部４６１、４７１、４８１を係止させてい
るので、別途ねじ等の接続部品で固定する必要がない。このため、太陽電池４を地板２０
にねじで固定する場合に比べて、部品数を少なくできてコストを低減でき、地板２０の裏
面側に配置される部品との干渉も考慮する必要が無いため太陽電池付電子時計１を容易に
設計できる。
【００４０】
（３）太陽電池４および文字板５を、間隔をあけることなく積層して配置できるので、た
とえば、太陽電池４および文字板５間に太陽電池押さえを設けて固定する構造を採用する
場合に比べて、太陽電池付電子時計１を薄型化でき、日車２１の奥目感も緩和できる。
【００４１】
（４）太陽電池４および太陽電池保持部材４５を、接着剤や粘着テープを用いて固定して
いるので、ねじ等の接続部品を用いて固定する場合に比べて、接続部品が太陽電池４の表
面に露出することがなく、太陽電池付電子時計１の外観低下を防止できる。
【００４２】
（５）太陽電池保持部材４５は、日車２１を断面的つまり時計厚さ方向に位置決めする部
品を兼用するため、部品点数を減らすことができ、組み込み手順も減らすことができるた
め、コストを低減できる。また、太陽電池保持部材４５と日車２１の位置決め用の部品と
の両方を設ける場合に比べて、ムーブメント２の厚さ寸法を小さくできる。
【００４３】
（６）太陽電池４の裏面に接着した太陽電池保持部材４５は、ステンレス等の金属製で構
成できるので、太陽電池４を地板２０に取り付ける機能だけでなく、太陽電池４自体の強
度を高めるためにも機能する。従って、太陽電池４の基材４１として合成樹脂製のフィル
ムなどを用いることもでき、太陽電池４の薄型化や低コスト化を実現できる。
【００４４】
（７）文字板受けリング部材３の表面側の色を、太陽電池４の色と同系色にしたので、太
陽電池４および文字板受けリング部材３の色調を合わせることができる。このため、文字
板受けリング部材３に対する色調の差によって、太陽電池４の外形が文字板５から透けて
見えることを防止でき、時計の文字板５を見た際の外観を向上できる。
【００４５】
［第２実施形態］
　次に、本発明の第２実施形態について、図７，８を用いて説明する。
　第２実施形態の太陽電池付電子時計１Ａは、図７に示す太陽電池保持部材４５Ａを備え
ている。太陽電池保持部材４５Ａは、本体部４５０と、前記本体部４５０から放射状に延
出された複数本の腕部４９とを備える。
【００４６】
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　本体部４５０は、前記第１実施形態の太陽電池保持部材４５と同様の構成を備える。
　すなわち、本体部４５０は、中心部４５１、折曲部４５２、外周部４５３を備える。ま
た、本体部４５０には、案内穴４６、４７、４８、係止部４６１、４７１、４８１が形成
されている。
　従って、前記案内穴４６、４７、４８の係止部４６１、４７１、４８１は、前記第１実
施形態と同じく、地板２０のフック部２５、２６、２７に係止する。従って、太陽電池保
持部材４５Ａは、フック部２５、２６、２７および係止部４６１、４７１、４８１を利用
して地板２０に取り付けられる点は、前記第１実施形態と同一である。一方、太陽電池保
持部材４５Ａは、回転方向の位置決めを地板２０ではなく、地板２０の外周側に設けられ
た文字板受けリング部材３に係合させることで行っている点で、第１実施形態と相違する
。
【００４７】
　腕部４９は、本体部４５０の外周部４５３から放射状に延出されている。これらの腕部
４９の先端は、前記太陽電池４の外周位置、具体的には基材４１の外周縁まで延長されて
いる。このため、フィルム製の基材４１を用いたフィルムソーラーである太陽電池４は、
前記腕部４９が傘の骨のように補強材として機能する。
　また、腕部４９のうち、対向する位置に配置された２本の腕部４９には、文字板受けリ
ング部材３に形成された位置決め突起３５に係合する位置決め部４９１が形成されている
。すなわち、第２実施形態では、地板２０ではなく文字板受けリング部材３に位置決め突
起３５が形成され、この位置決め突起３５に腕部４９の位置決め部４９１を係合させるこ
とで、太陽電池保持部材４５Ａの回転方向の位置決めを行っている。
【００４８】
　このような第２実施形態においても、前記第１実施形態と同様の作用効果を奏すること
ができる。
　また、太陽電池保持部材４５Ａは、太陽電池４の外周まで延長された腕部４９を備えて
いるので、腕部４９によって太陽電池４を補強することができる。
　さらに、太陽電池４の外周まで延長された腕部４９に、文字板受けリング部材３に形成
された位置決め突起３５に係合する位置決め部４９１が設けられているので、位置決め部
４９１をピンセットなどでつまんで太陽電池保持部材４５Ａを容易に着脱できる。このた
め、太陽電池４および太陽電池保持部材４５Ａを、地板２０や文字板受けリング部材３に
対して着脱する時の作業効率も向上できる。
　さらに、太陽電池保持部材４５Ａでは、本体部４５０の外周側に、必要最小限の腕部４
９のみを配置すればよいので、腕部４９の先端間の直径を有する円板で太陽電池保持部材
を形成した場合に比べて太陽電池保持部材４５Ａを軽量化できる。
【００４９】
［実施形態の変形］
　なお、本発明は前述の実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。
　前記実施形態では、円環状の文字板受けリング部材３を用いていたが、平面矩形枠状の
文字板受けリング部材を用いてもよい。このような文字板受けリング部材を用いれば、文
字板や時計ケースが角型のモデルを構成できる。
【００５０】
　前記実施形態では、地板２０側にフック部２５、２６、２７を形成し、太陽電池保持部
材４５，４５Ａ側に案内穴４６、４７、４８を形成していたが、逆に地板２０側に案内穴
を形成し、太陽電池保持部材４５、４５Ａ側にフック部を形成してもよい。
【００５１】
　前記実施形態では、太陽電池保持部材４５，４５Ａを、接着剤や粘着テープで太陽電池
４の裏面に固定していたが、他の固定方法で固定してもよい。たとえば、太陽電池４の基
材４１が金属板の場合には、太陽電池保持部材４５，４５Ａをカシメ等で固定してもよい
。
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　また、前記実施形態では、太陽電池保持部材４５，４５Ａは、日車２１の時計厚さ方向
の位置決め部材を兼用していたが、日車２１の時計厚さ方向の位置決めは他の部品で行っ
てもよい。
【００５３】
　前記実施形態では、文字板受けリング部材３の色が太陽電池４の色と同系色であったが
、これらが異なる色であってもよい。特に、ダイヤルリング等の見切り材によって文字板
受けリング部材３の露出面が被覆される場合には、文字板受けリング部材３の色を太陽電
池４に合わせる必要は無い。
　前記実施形態では、本発明に係る時計として、腕時計タイプの時計を例示して説明した
が、これに限らず、壁掛け時計等、他のタイプの時計であってもよい。
【００５４】
　前記第２実施形態では、太陽電池保持部材４５Ａを、本体部４５０と、前記本体部４５
０から放射状に延出された複数本の腕部４９とを備える構成としていたが、地板２０への
取付構造と、文字板受けリング部材３に対して回転方向の位置決めを行う構造とを備える
他の構成であってもよい。たとえば、太陽電池保持部材を、一枚の円形状の板や、渦巻状
の板などで構成してもよい。
【符号の説明】
【００５５】
　１，１Ａ…太陽電池付電子時計、２…ムーブメント、３…文字板受けリング部材、４…
太陽電池、５…文字板、１０…時計本体、２０…地板、２１…日車（暦車）、２５，２６
，２７…フック部、２８，３５…位置決め突起、４１…基材、４２…受光部、４４…係合
溝、４５，４５Ａ…太陽電池保持部材、４６，４７，４８…案内穴、４９…腕部、２５１
…立上部、２５２…延長部、４５０…本体部、４５１…中心部、４５２…折曲部、４５３
…外周部、４６１，４７１，４８１…係止部、４７２，４８２，４９１…位置決め部。
【図１】 【図２】
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